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資料 １２

地域における文化芸術活動に対する
支援事業等について

文 化 庁
平成１６年６月
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（平成１６年度予算額 ８億円）１ ふるさと文化再興事業
地域において守り伝えられてきた伝統文化の継承・発展を図り、保存・活用を

推進するため、都道府県教育委員会の計画のもとに伝統文化保存団体等の行う活

動を支援する。

対象となる伝統文化
無形文化財、無形民俗文化財、文化財保存技術等

対象事業
都道府県教育委員会の作成したマスタープランに基づき、伝統文化保存団体

等が実施する次のいずれかの活動

・伝承者の養成

・用具等の整備

・映像記録等の作成

対象者
都道府県教育委員会の作成したマスタープランに基づき、事業を実施する地

域の伝統文化の保存・活用を図ることを目的とする団体

・社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人

・規約、執行組織、会計組織、事務所を有する任意団体

実践事例
【秩父歌舞伎正和会の地域伝統文化伝承事業】

秩父市指定の無形民俗文化財である秩父歌舞伎の保存伝承を図るため、伝承者

の養成として、秩父歌舞伎正和会の会員を中心に、秩父歌舞伎の伝承教室、義太

夫養成事業等年間１１５日の養成事業を行った。秩父歌舞伎の伝承者養成では、

実技指導（発声練習、台本読み、立ち稽古等）に加え、秩父祭屋台芝居、秩父歌

舞伎正和会定期公演等５回の成果発表を行い、これに向けて実技指導を受けた。

義太夫養成事業においては、秩父歌舞伎正和会として、自前の義太夫を養成す

る必要があるため、秩父地方唯一の

義太夫である小鹿野歌舞伎保存会の

義太夫を指導者として招き、実技指

導を受けた。

また、用具等の整備として秩父歌

舞伎の衣装である打ち掛け、 裃 ・
かみしも

長袴等の衣装が摩耗等により使用で

、 。きない状態であったため 新調した
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芸術拠点形成事業２
我が国の文化芸術拠点の形成を図るため、文化会館、劇場などが行う優れた自

主企画・制作の公演等を支援する。

（平成１６年度予算額 ８億円）（１）公演事業支援

対象事業
支援対象年度（４月１日から翌月３月３１日）中に、文化施設で企画・制作す

る次の公演及び普及事業

ア 当該文化施設で自ら企画･制作して実施する舞台芸術の公演 （申請施設で。

１年以内に上演された公演の再上演は、他施設での公演も対象）

イ 申請団体が運営する専属劇団等の自主公演 （他施設での公演も対象）。

ウ 子どもたちを含め広く一般の国民が舞台芸術に親しみ参加する講習会やワ

ークショップ等の普及事業

対象者
、文化の振興普及に係る活動を行うことを主たる目的として設置された文化会館

劇場等の文化施設の管理者又は設置者

実践事例
【財団法人水戸市芸術振興財団（水戸芸術館ＡＣＭ劇場 】）

ＡＣＭ劇場プロデュース公演『 』THE SECRET GARDEN
平成１５年度自主企画・制作公演として、ＡＣＭアトリエ公演、ＡＣＭダンス

公演等を実施した。ＡＣＭ劇場プロデュース公演『 』でTHE SECRET GARDEN
は、水戸という地域から新しい演劇作品を創造・発信していくことを目指し、次

代を担う若手を集結して独創的な舞台作品を上演した。

普及事業では「市民の芸術文化活

動の拠点となる」という基本理念を

掲げ、水戸市民舞踊学校、水戸市民

演劇学校、水戸子供演劇アカデミー

。 、 、を実施した 近年 卒業生の中から

劇場の自主企画公演に出演する市民

が出てきており、今後の普及事業と

企画事業との立体的な事業展開が可

能となってきた。

ＡＣＭ劇場プロデュース公演『 』THE SECRET GARDEN
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（平成１６年度予算額 ２億円）（２）展覧会事業等支援

対象事業
支援対象年度（５月１日から翌月３月３１日）中に、美術館・博物館等が自主

企画する次の事業

ア 地域連携事業

地域の中核館として他の美術館・博物館や学校等と連携して行う共同研究

・研修事業、学校・文化施設等へ巡回展等の文化芸術推進事業その他の事業

イ 先進的な展示・教育普及手法の開発事業

ＩＴ等を活用した展示・教育普及手法の開発、アウトリーチ活動用の教材

開発その他の事業

ウ 諸外国との交流事業

事業者の自主企画による外国の美術館・博物館等との交流による展覧会及

び海外の学芸員等を招へいして行う講演会・シンポジウム・共同研究その他

の海外交流事業

対象者
ア 公私立の美術館・歴史博物館 登録博物館または博物館相当施設 以下 美（ （ 「

術館・博物館」という ）。）

イ 美術系若しくは歴史系の部門を有する総合博物館であって、博物館法で規

定する登録博物館または博物館相当施設

ウ 上記アまたはイの館を含む複数の美術館・博物館等が組織する実行委員会

等（上記ア、イに該当しない美術館・博物館等が構成員になることは可能 ）。

実践事例
【愛知県博物館協会 子供と博物館研究会 一宮市博物館・豊橋市美術博物館】

本事業は、愛知県博物館協会内に組織した

子どもと博物館研究会が実施した。

事業を１０のワークショップで構成し、４

つの会場で行った その１つの会場である 一。 「

宮市博物館」では、日曜日に来館した子ども

たちを広く対象にし 「つくって遊ぼう！ 、、 」

「 、 、 」（ ）、さわって 感じて 作ってみよう 陶芸

「おてがみ道場 「江戸時代の遊び 「縄文」 」、

人になろう！」などという毎週メニューが異

なる贅沢なものだった。

また、少人数を対象とするものとして 「豊橋市美術博物館」を会場に「体験！、

弥生生活」などを実施した。

組織の異なる学芸員が集うことにより、連絡不足や日程の調整の難しさなど大

変なこともあったが、歴史系、自然系、美術系など、いつもは狭い分野の中で暮

らしている学芸員自身への刺激にもなった事業だった。

「つくって遊ぼう！」実施風景  
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（平成１６年度予算額 ２５億円）３ 本物の舞台芸術体験事業
子どもたちが、優れた舞台芸術を鑑賞し、芸術文化団体等による実演指導、ワ

ークショップやこれらの団体等との共演に参加し、本物の舞台芸術に身近に触れ

る機会の提供を行う。

対象事業
①公演種目 合唱，オーケストラ，オペラ，邦楽，音楽劇，演劇，歌舞伎，

能楽，文楽，洋舞，邦舞

②演 目 芸術性に富み、かつ評価の定まったものを中心として、対象年

代の鑑賞に適したもの

③公演団体 前記公演種目及び演目の実施に関し、相当の実績を有するもの

④実施場所 学校の体育館又は地域の公立文化施設

対象者
児童・生徒、教職員及び児童・生徒の保護者（入場無料）

（公演団体の声）実践事例
【松山バレエ団】～「本物の舞台芸術体験事業」に参加して～

平成１５年度は九州地方の７つの小・中・高等学校で公演を行った。

生の舞台（トゥシューズの音や飛び散る汗、舞台転換）は、当然ながらビデオ

や映画と異なりリアリティーそのものである。この感触を味わっていただくとこ

ろに本物の舞台の醍醐味があると思う。終演後寄せられたアンケートの多くの喜

びの声に、このような事業・活動が、社会的にいかに意味・意義あることかを再

確認し、良いものをお見せして有意義なものにしなければという責任の大きさを

改めて感じた。

バレエに興味ある生徒もそうでない生徒もいたと思うが、若い時期に見る舞台

芸術の記憶や感動は、強く、長く、深く残るものだと思う。そして、このような

機会がなければ一生舞台芸術に触れることのない方々に舞台をご覧いただくとい

うこの事業は大変価値あるものであり、私たちにとっても大きな喜びであり、深

い勉強の場を頂いているに他ならないと思う。
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（平成１６年度予算額 １３億円）４ 伝統文化こども教室事業
次世代を担う子どもたちに対し、土・日曜日などにおいて学校、文化施設等

を拠点とし、茶道、華道、日本舞踊、伝統音楽、郷土芸能などの伝統文化に関

する活動を、計画的、継続的に体験・修得できる機会を提供する。

対象事業
（ 、 、対象分野：我が国において継承されてきた伝統的な文化 伝統音楽 日本舞踊

茶道、華道、郷土芸能等）のうち、子どもが体験・修得することが適

切と認められるもの

対象学齢：小・中学生

実施主体：伝統文化の伝承や普及等の活動を行う各種団体（実行委員会、公民

館等を含む）

実施会場：学校、公民館、文化会館、体育館等

実施期間：半年から１年程度の間、継続的・計画的に実施

対象者
以下のいずれかに該当する組織・団体で、本事業を実施するために必要な運営

上の基盤を有することが必要。なお一申請者につき一件の申請が認められる。

・社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人

・規約、執行組織、会計組織、事務所を有する任意団体又はこれに準ずる実行

委員会

・地方公共団体（地方公共団体の文化施設、公民館等を含む）

実践事例
【愛知県常滑市榎戸郷土芸能こども教室】

常滑市榎戸の祭礼は、宝暦年間から続いている祭礼だが、伊勢湾台風の大災害

以後、若衆組・青年団の解散により、昭和３５年より途絶えていた。祭り囃子を

記憶・演奏できる人々が高齢化し、祭りが煙滅する危機が起きたため有志により

榎戸祭り囃子保存会を設立し、囃子の五線譜化、こども囃子会の育成に尽力して

きた。

小学３年生のジュニアクラスと小

学５年生から中学１年までのシニア

クラスの２つに分け、月３，４回の

指導を行った。秋祭りに参加するな

どのカリキュラムを組み、毎回３０

名近くの子どもたちが参加した。

子どもと地域住民との交流が高ま

り、地域コミュニティの活発化、地

域の活性化に貢献できた。
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（ ）５ 学校の文化活動の推進 学校への芸術家等派遣事業
（平成１６年度予算額 １億円）

児童・生徒が文化活動のすばらしさを知る機会を充実するとともに、学校の文

化活動の活性化を図るため、優れた活動を行っている芸術家や伝統芸能の保持者

などを出身地域の学校などに派遣し、講話や実技披露などを行うことによって、

豊かな心を育む。

（１）学校派遣講演

対象事業
芸術家や伝統芸能の保持者等を出身地域の学校等に派遣して、文化芸術に関す

る体験談や地域の誇りをはじめとする講話を中心に、簡単な実技披露等を行う。

対象者
小学校、中学校及び高等学校の児童・生徒、教員及び保護者

（実施報告書より）実践事例
【福井県鯖江市立進徳小学校 （平成１５年１０月１日（水）開催）】

初めて見るフルートの美しさとその音色の美しさにどの児童も感動し、演奏に

聴き入っていた。演奏者よりフルートの歴史や演奏法、種類によって音色が違う

ことなどフルートに関するたくさんの知識を習得した。

２時間ほどではあったが、生の演奏を目の前で見聞きすることは、児童の心を

、 。豊かにするだけでなく ひとりの人間としての生き方まで学習することができた

また、講師が校区出身ということで、地域に対する親しみと地域を大切にしよ

うとする心情をも高めることができた。
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（２）指導者指導

対象事業
学校の文化部活動の指導を行う担当教員を対象とし、芸術家や伝統芸能の保持

者等を派遣して指導方法の指導等を行う。

対象者
学校の文化部活動の指導を行う担当教員

（実施報告書より）実践事例
【山形県高等学校文化連盟日本音楽専門部】

（平成１６年１月５日（月 ，７日（水 ，２１日（水）開催）） ）

日頃、生徒に教えることに追われているが、立場を変えて教えていただくこと

にゆとりを感じ、今まで曖昧だったことが質問を通してはっきりとしたことは、

大きな意味があった。

【沖縄県高等学校文化連盟演劇専門部】

（平成１５年８月１４日（木 ，１５日（金）開催））

参加したすべての教員が演劇専門ではなかったが、この研修によって、劇を創

作するまでの基本的な練習方法を身につけることができると、各学校での部活動

において生徒に対する効果的な演技指導が可能となる。また、県内の演劇部の数

も増加することが見込まれ、底辺拡大につながる。演劇教育振興にも大きな影響

を与えることができると考える。

生徒からは演技指導だけでなく、照明・音響・舞台美術・メイクなどの指導・

助言を求められることがあり、今後はそれらの分野の講習会も実施したい。
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（ ）６ 文化体験プログラム支援事業 平成１６年度予算額 ４億円

子どもたちが日常の生活圏の中で、年間を通じて様々な文化に触れ、体験でき

るプログラムを作成し、実施する （モデル事業）。

対象事業
子どもの文化体験を目的として、地域の特色ある文化を活かし、市町村が作成

する芸術文化、伝統文化及び文化財に触れることのできる事業。

（次のような分野・種目について、１～２日間のプログラムを適宜、複数組み合

わせて、通算１５日程度のプログラムを作成）

《分野（種目 》）

Ａ音楽（オーケストラ、合唱、オペラ等）

Ｂ演劇（演劇、児童劇、人形劇、ミュージカル）

Ｃ舞踊（バレエ、現代舞踊、日本舞踊等）

Ｄ伝統芸能（歌舞伎、文楽、能・狂言、邦楽等）

《内容》

様々なワークショップ形式のプログラムを組み立て、文化会館などの施設で

それぞれ１～２日間実施

対象者
市町村（実際の申請は都道府県教育委員会を通じて行います ）。

（実施報告書より）実践事例
【日立市文化体験プログラム支援事業（茨城県 】）

日立市では、昭和４０年代にスポーツ少年団が組織され、多くの子どもたちが

自由に種目を選び、スポーツを楽しみ、そして他団体との交流も盛んに行ってい

る。そこで、子どもたちや親への文化啓発を継続して図れるよう、そのスポーツ

少年団をモデルにした「文化少年団」組織の発足を進めており、文化に触れ、そ

の興味を引く機会、仕掛け作りとしてこの事業を足がかりとした。実施に当たっ

ては市文化協会の協力もあり、流派などの垣根を越えた、子どもたちが楽しめ、

興味を引く内容とすることができた。
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７ 「文化芸術による創造のまち」支援事業
（平成１６年度予算額 ８億円）

この事業は、全国の文化水準の向上を図るため、地域における文化芸術活動の

環境の醸成と人材の育成及び次代を担う子どもたちが参加する文化活動の活性化

を図る。

対象事業
地域の文化芸術活動の環境づくり、人材育成及び子どもたちが参加する文化活

動の活性化に寄与する、次に掲げる①から③のプログラムを組み合わせた事業。

①人材育成：地域文化リーダー（指導者）の育成

例 ・市民文化活動を活性化させる人材の育成）

・文化施設を有効に活用するための人材

・子どもたちが参加する文化活動を支えるための人材

・地域における文化事業等を実施するための人材

・市民が文化に親しむためのサポート的役割を担う人材

②団体育成：地域の文化芸術団体の育成

例 ・地域に根ざした芸術文化団体の育成）

・地域の子どもたちで構成される芸術文化団体の育成

③発信交流：シンポジウムなどによる発信・交流

例)・地域の文化活動の活性化に寄与するシンポジウム等の開催

（地域文化リーダー等によるパネルディスカッション等）

・地域の子どもの文化活動の活性化に寄与するシンポジウム等の開催

・市民文化活動の交流を図るためのシンポジウム等の開催

対象者
市町村（実際の申請は都道府県教育委員会を通じて行います ）。

（実施報告書より抜粋）実践事例
【文化と歴史の薫るまちづくり（島根県加茂町 】）

地域の特色である考古学、薬草及び作陶の各分野の指導者育成や、従来より町

内で取り組まれている舞台芸術（音楽及び演劇）の町民大学（ビリオネア大学）

のレベルアップを図るためのプログラムを開催した。その結果２月にビリオネア

大学の成果発表会が成功裡に終了するなど、多くの効果を得た。
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８ 文化ボランティア推進モデル事業
（平成１６年度予算額 ０．５億円）

各地域における文化ボランティア活動の一層の環境整備を図り、文化ボランテ

ィアを推進する （モデル事業）。

対象事業
先導的，実験的な文化ボランティア事業（下記の①から⑥に掲げる事業に該当

し、その内容等が先導的、実験的なもの。複数の事業可）

①文化ボランティアの継続的な活動の場，機会を提供する事業（ただし、単な

る公演・展示等は除く ）。

②文化ボランティア及び文化ボランティアのコ－ディネ－タ－（調整者）の研

修事業

③文化ボランティアの参加に資する情報提供事業

④文化ボランティアへの普及啓発活動，参加のきっかけづくりとなる事業

⑤コ－ディネ－ターの配置その他文化ボランティアのコ－ディネ－トに資する

事業

⑥他のボランティアとの交流事業

対象者
（１）地方公共団体（教育委員会を含む ）。

（２）公立文化会館等

（３）博物館等

（４）文化の普及発展に資することを主たる目的とする公益法人、ＮＰＯ法人等

（５）文化ボランティア推進実行委員会

実践事例
【石見銀山観光ボランティアガイドの会】

平成12年１月に、石見銀山遺跡等の観光ボランティアガイドの会として設立。

設立以来 「史跡や文化遺産は障害者にとって観光しづらい」ことを実感してきた、

ため 「史跡や文化遺産をボランティアガイドによって障害者にも観光しやすくで、

きないか」という問題意識のもと、福祉の視点に立ったガイドの在り方について

研修を重ねた。

今後は、障害者の人々にとって観光

の一助となるような史跡や文化遺産に

ついての地図を作成し、ハードの整備

にたよらないボランティアによるバリ

アフリー化について実践していこうと

考えている。

このような活動により、地域の観光

に広がりが生まれ、新たな人と人との

つながりが生まれている。
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１２ 芸術文化振興基金による支援
（平成１６年度予算額 １４億円）

（うち地域文化の振興を目的とするものは２億円）

芸術文化振興基金は、政府出資金と民間からの出えん金を原資として、安定的

・継続的に多様な芸術文化活動に幅広く助成を行うため、平成２年３月に設けら

れた。現在も、助成の充実のため、基金への寄付を随時募っている。

なお、基金は独立行政法人日本芸術文化振興会が運用し、助成対象活動の募集

・決定・助成金の交付を行っている。

対象事業
１．芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動

①オーケストラ、オペラ、合唱、室内楽、バレエ、現代舞踊、演劇等舞台芸

術の公演その他の活動

②文楽、歌舞伎、能楽、邦楽、演芸等伝統芸能の公開その他の活動

③美術の展示その他の活動

④映画の製作活動

⑤先駆的又は実験的な公演、展示その他の活動

２．地域の文化の振興を目的として行う活動

①文化会館、美術館その他の地域の文化施設において行う公演、展示活動

②歴史的集落・町並み等の文化財を保存し、活用する活動

③民俗芸能その他の文化財を保存し、活用する活動

３．上記１、２のほか、文化に関する団体が行う文化の振興又は普及を図るた

めの活動

①アマチュア等の文化団体が行う公演、展示その他の活動

②文化財である工芸技術又は文化財の保存技術の復元、伝承その他文化財を

保存する活動

実践事例
【開館５周年記念 シーハット市民ミュージカル】

市民が舞台の魅力を体験する機会にしようと、大村市振興公社が原作、出演者

などを公募して制作し、小学校１年生から６０歳代まで約６０人の市民俳優が、

プロの演出家らの指導で、半年間、練習を積み重ねた。

平成１６年２月２８、２９日に大村市体育文化センターで公演が行なわれ、両

日計３回公演で、市民ら約１，５００人

が鑑賞し、出演者は盛大な拍手を浴びた。

市では今後も市民が企画し参加する、

郷土をテーマとしたオリジナル・ミュ

ージカルの制作に継続的に取組み、自慢

できる新しい文化を持つ街づくりを推進

「 ～オオムラザクラ夢想曲」していこうと考えている。 Dreams Come True



- 16 -

（ ）１３ 映画製作への支援 地域において企画・制作される作品の製作支援

（平成１６年度予算額 ３億円）

地域の活性化に資するため、地域において企画された映画、地域を題材に制作

された映画等を支援する。

対象事業
補助の対象となる者が自ら製作し、地域の活性化に資する劇映画、記録映画

及びアニメーション映画等の日本映画の企画から完成までの製作活動で、原則

として次の要件をすべて充たすもの。

・一般に広く公開されるものであること

・１６㎜ポジフィルム以上のものであること

・上映時間１時間以上のものであること

・補助対象経費が、劇映画、アニメーション映画においては５千万円以上、

記録映画においては２千５百万円以上のものであること

・商業的、宗教的又は政治的な宣伝意図を有しないものであること

対象者
映画の製作活動を行うことを主たる目的とする我が国の団体で、次の（１）

～（３）のいずれかに該当し、かつ、応募要件を充たす者

（１）社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人

（２）上記（１）以外の法人格を有する団体

（３）規約、執行組織、会計組織、事務所を有する任意団体

（応募要件）

・原則として、映画製作につき過去に一般に広く公開された映画を製作し

た実績を有すること

実践事例
平成１５年度支援実績 １４作品

アイ・ラヴ・ピース（ アイ・ラヴ・ピース」製作上映委員会）「

赤目四十八瀧心中未遂（赤目製作所）

（ ）新しい風／フロンティア・ドリーム 株式会社ケイ・デジタル・ネットワーク

ウィニング・パス（有限会社イメージ・サテライト）

図工の時間（有限会社 海）

タイマグラばあちゃん（有限会社映像プロ・杜の風）

ジャンプ（株式会社エンジンネットワーク）

阿賀の記憶（有限会社カサマフィルム）

草の乱（有限会社神山プロダクション）

おにぎり（株式会社斉藤耕一プロダクション）

ニワトリはハダシだ（シマフィルム）

ＲＯＢＯＣＯＮ（株式会社東宝映画）

（株式会社メディアストリーミングシステム）作兵衛さんの炭坑絵ものがたり 炭坑（ヤマ）に生きる

クマインカナバー（株式会社レオナ）



平成１６年６月

資料１３





 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 河合長官の呼びかけに対して、関西の２府

４県（京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈

良県、和歌山県）や経済団体、関係事業者、

報道機関などの代表者５０人が賛同して５月

２２日に「関西元気文化圏発起人の会」が発

足、さらに、８月６日には三重県、福井県、

徳島県の３県を加えた２府７県に圏域を広げ

て、関西における推進組織である「関西元気

文化圏推進協議会」が設立され、積極的な協

力体制の枠組みの下、文化団体や企業が行う文化関連事業、自治体の関係事業、文化庁

の関係事業など多様な文化活動の展開による文化圏の一体化・活性化の一層の推進に一

緒に取り組んでいます。 

    「関西元気文化圏」は、関西から日本の文化が力強く発信されることをねらいとして

います。 

 

 

 

 

               「文化」というと、演劇、音楽、映画といった芸術や、

歴史的建造物、伝統芸能などの文化財だけに限定して考え

がちですが、衣食住や生活様式、価値観など、人間と人間

の生活にかかわることすべてが「文化」です。「文化」は

一部の愛好者だけのものではなく、私たち一人ひとりが

「文化」の担い手なのです。したがって、「関西元気文化

圏」には、文化団体や企業のみならず、一個人でも参加す

ることができます。 

 また、日本の社会の活力を取り戻すために私たち一人ひ

とりが持っている「文化力」を発揮することの大切さを呼

びかけるため、「文化力ロゴマーク」を作成、普及してい 

くこととしました。          

 

 
「関西元気文化圏」について 

 
「文化」について 



 

 

 

 

 

 

 

 文化庁及び関西元気文化圏推進協議会では、関西地域における文化活動の充実や文化圏

の一体感を醸成することをねらいとして、文化に関連する様々な活動や事業を主催する方

々に対し、その自律と協調の精神を尊重しつつ、共通のロゴマークの使用並びに協働によ

る広報活動へ一緒に取り組んでいただける方々の参加を呼びかけています。 

事業の登録については、関西元気文化圏ホームページ上で、どなたでも申請手続きがで

きます。 

 
 

 

登録件数 ２，１９５件 （H16.6.25日現在） 

            （内訳） 

主催事業     ４件 

共催事業   ６７１件 

参加事業 １，５２０件 

 

※上記件数は、既に終了した事業と今後予定されている事業の総数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「関西元気文化圏参加事業」名義を使用した活動や事業の実施や広報 

２．「文化力」ロゴマークを使用した活動や事業の実施や広報 

３．「関西元気文化圏Ｗｅｂサイト」（文化庁提供）への掲載やマスメディ  

アによる広報協力 

４．文化庁長官メッセージ等の使用

○主催事業 

 関西元気文化圏推進協議会の文化関連活動や事業を指します。 

○共催事業 

 関西元気文化圏発起人並びに関西元気文化圏推進協議会の構成団体が主催者又はその一員に

なっている文化関連活動や事業を指します。 

○参加事業 

 主催者が、関西元気文化圏発起人、関西元気文化圏推進協議会及びその構成団体以外の文化

関連活動や事業を指します。 

「関西元気文化圏」参加事業（共催事業）の登録状況

「関西元気文化圏」の参加事業に登録した際の特典

 
「関西元気文化圏」への参加について 



 

 

 

 

  京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福井県、徳島県にま

たがる関西地域で、申請時から６ヶ月程度以内に行われる予定の文化関連活動や事業を

対象とします。 

  主催者の団体・個人の別、営利・非営利の別は問いませんが、主催者の責任において

実施される事業に限ります。 

 

 

 

  「関西元気文化圏Ｗｅｂサイト」（http://bunka-ryoku.goo.ne.jp/）において、オ

ンラインによる申請・登録を行うことができます。 

  また、書面での申請をご希望の方は、返信用封筒(宛先を記入し、８０円切手を貼っ

たもの)を下記までお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

募集内容 

申し込み方法 

文化庁文化広報推進室内 関西元気文化圏事務局参加登録担当 

〒１００－８９５９ 東京都千代田区丸の内２－５－１ 

TEL ０３－６７３４－３１６１ FAX ０３－６７３４－３８１７ 

E-mail:info@bunka-ryoku.goo.ne.jp 

 
「関西元気文化圏」参加事業（共催事業）の特色ある取組 

歌舞伎発祥400年 ～鴨川河川敷に阿国の歌舞伎踊り復活！～ 

鴨川河川敷の使用許可を受け、

千人を越える観客が見つめる中、

鴨川河川敷において、阿国歌舞伎

が400年ぶりに復活しました。 

← 当日の鴨川の様子 

  大勢の方が幻想的な歌舞伎の舞台に酔い

しれました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
観光客からも祝福を受ける新郎新婦

阪神タイガース御堂

筋パレード実行委員会

の御協力を得て、広報

活動（チラシ、ポスター

など）の中で使用されま

した。 

阪神タイガース御堂筋優勝パレード ～「阪神から文化力マーク」起用～ 

第１回京都学生祭典 ～学生による文化再生～ 

「大学のまち 京都」にて京都の

活性化、京都ブランドの復権、京都

から全国への文化発信を目的に、

学生を中心に産・官・学・地域が連

携し全国にも例を見ない京都発の

「学生まつり」を企画実施。 

朱雀門は平城宮跡に歴史的建造

物として文化庁が復元整備し、管理し

ていますが、文化資産の積極的活用

を進める観点から、使用を許可し結

婚式が執り行われました。 

｢市民との協働｣で｢公の空間｣を

｢新たな文化資産｣に変えた一例とい

えます。 

特別史跡平城宮跡朱雀門結婚式 

左：「阪神から文化力」のロゴマーク 

右：パレードの様子(阪神タイガースは、関西元気文化圏推進協議会賞も受賞しました。

← 学生によるパレードの様子 

  学生主催の映画祭や、平安神宮での倉木麻衣

のコンサートも行われました。 



 

 

 

 

 

 

「関西元気文化圏」に深く共感した，

関西地域の経済団体，企業，報道機関

および行政機関等が自ら「関西元気文

化圏」を推進するため，平成１５年８

月６日に「関西元気文化圏推進協議会」

を設立しました（会員については、別

紙参照）。設立総会には，小泉首相を

招き激励の言葉をいただきました。 

 

 

 

 

 

 
関西元気文化圏推進協議会について 

関西元気文化圏推進協議会が実施した事業（主催事業）について 

 

 

平成１５年１１月１日～２３日に関西２府７県の美術館・博物館など１２１の文化施設

において常設展を中心とした無料観覧が行われました。この取組は関西元気文化圏域内

の方々に広く美術・学術に触れる機会を提供し、文化への関心を高めてもらうことを目

的として、関西元気文化圏推進協議会及び関西広域連携協議会が事業に参加する地方公

共団体や民間等の協力を得て実施されたものです。 
※関西２府７県（福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県）

「関西文化の日」の実施により、平成１４年度も同時期に無料観覧を行っていた国立５

施設においては 
４，３７４人（Ｈ１４） → １６，３８２（Ｈ１５）【前年比３．７５倍】に増加し、

公立の施設においても 
２５，８５９人（Ｈ１４） → ５６，５７４（Ｈ１５）【前年比２．１９倍】に増加

しました。 
これらは個々の施設としてだけなく、関西が一体となって取り組んだ成果と言えます。

 
 
 
 

関西文化の日 

神戸らんぷミュージアムでは，関西文化の日の趣旨に賛同して、

平成１５年１１月１５日・１６日に無料観覧を行いました。 

両日併せて、８５０人の方が来館され、当日は和のあかりから文

明開化のランプなど貴重なコレクションを展示する常設展「あか

りの歴史博物館」や企画展「あかりの廣告展」をみなさんにご覧

いただきました。 

神戸らんぷミュージアムにおける関西文化の日の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関西元気文化圏では、昨年度に引き続き関西元気文化圏推進協議会の主催による事業等

を推進していくほか、文化庁としても関西元気文化圏の目的である「関西を文化情報の発

信拠点」とするため、今年度も以下の事業について関西地域を中心に開催する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミュージアム・フォーラム 2003 

平成15 年11 月17 日に「ミュージアムへ行こう！

ミュージアムフォーラム２００３－文化を楽しく遊ぶ、

学ぶ、体験する－」が開催されました。 

河合長官のほか建築家の安藤忠雄氏などが出席

したシンポジウムでは、市民の観点を重視しなが

ら、博物館等の活動を通して関西の文化発展や心

豊かな市民生活及び地域づくりの実現がテーマと

され、公共事業や入館者数の問題について活発な

議論が行われました。 

また、河合長官は「博物館等に実際に足を運ぶこ

と」の重要さについて呼びかけました。 

 
「関西元気文化圏」今年度予定されている主な事業 

今年度実施予定の「関西元気文化圏」事業（昨年度の様子）

文化庁芸術祭 

文化庁芸術祭は平成１５年度に５８回を迎え、

関西元気文化圏文化庁主催事業として、以下

のとおり審査方法、対象を変更して開催されま

した。 

１）参加公演の審査期間を、前年までの１０日

間から３０日間（関東と同期間）に延長 

２）関東・関西で個別に審査を行い、それぞれ

に芸術祭対象を選定、贈賞。 

関西地域においては、芸術祭主催公演とし

て、文楽公演、上方芸能特選会、日本映画名

作鑑賞会が行われました。 

また、芸術祭賞の授賞式が初めて関西にて開

催されました。 

芸術祭授賞式の様子 

平成15年度は、桂三枝さんに大賞、宝塚歌劇団星組に優秀賞

が贈呈されました。 

写真は授賞式出席者一同による記念撮影 

シンポジウムの様子 

写真は河合長官と安藤忠雄氏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

文化庁舞台芸術国際フェスティバル 

平成１４年から開始された「文化庁舞台芸術

国際フェスティバル」は、昨年は関東・関西にお

いて開催された。関西地域では、１０月６日か

ら１２月２６日にかけて、「アジア・オーケストラ

ウィーク」（５公演）、「舞踊とオーケストラの饗

宴」、「西風のコンチェルト」、「アジアのスーパ

ー・ガラ・コンサート」、「『鐘の音』～管弦楽で綴

る鐘の響き～」、「ポップアジア２００３」（２公

演）の１１公演が開催されました。 

 

文化庁日本語教育大会 

文化庁では平成７年度より日本語教育の推進に

資するため、「日本語教育大会」を開催していま

す。平成１５年度は東京のほか、兵庫県において

も１１月２日に「日本語教育大会関西大会」を開

催しました。当日は河合長官も出席し、「ボランテ

ィア活動としての日本語教育の在り方について考

える」をテーマに、鼎談や講演等を行いました。 

なお、本年度は大阪にて開催予定です。 

 

河合長官による挨拶の様子 

関西元気文化圏推進協議会賞 

関西元気文化圏推進協議会は、文化で関

西と日本を明るくした人や団体をたたえる同

協議会賞を創設し、平成１５年度の対象に

人形浄瑠璃文楽と阪神タイガースを選びま

した。 

また、関西の文化を地道に存続させてきたと

して、ＯＳＫ日本歌劇団に対し「文化庁長官

賞」が贈呈されました。 
↑授賞式の模様（文楽は、平成15年11月にユネスコの世界無形

遺産の宣言を受けました。） 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際文化フォーラム

文化庁では平成１５年度より、内外の著名な文化人・芸術家が講演・討論を通じて文化に

ついて語る機会を設けることを目的とした「文化庁国際文化フォーラム」が開催しました。平

成１５年１１月１０日から１１月３０日の間、「文化の多様性」をテーマに関西各地で７つの

セッションが開催され、参加者による活発な議論の応酬が繰り広げられました。 

本フォーラムは、文化について語り合うための

場所として、関係機関の協力により、歴史的建

造物や代表的な現代建築を会場として開催さ

れ、参加者からも好評を得ました。 

本年度も関西圏の文化施設（文化資産）を活

用して、様々なセッションが予定されています。

是非、御期待ください。 

11月10日 討論「オペラ・都市・社会」 

（滋賀：びわ湖ホール） 

11月24日 討論「文化芸術と科学技術」 

（京都：国立京都国際会館） 

11月25日 座談会「外交官が見た日本文化の魅力と文化多様性」

（兵庫：兵庫県公館） 

11月25日 座談会「演劇の未来 －大阪から世界へ－」 

（大阪：大阪迎賓館） 

11月26日 座談会「文化の多様性への対応 －21世紀の美術館の課題－」

（京都：二条城） 

11月26日 座談会｢グローバリゼーションと芸術家のアイデンティティー｣

（京都：西本願寺・書院） 

11月27日 討論「文化による協調と共存」 

（奈良：薬師寺） 



関西元気文化圏に関するこれまでの歩み

平成１５年３月１７日 河合隼雄文化庁長官が大阪で，関西２府４県を中心に文化で

日本を元気にすることをめざす を発「関西元気文化圏構想」

表。

５月２２日 「関西元気文化圏構想」に賛同する関西の約５０の団体が集

まり が開催される。「関西元気文化圏構想発起人の会」

「関西元気文化圏参加事業」の募集が開始６月２０日

６月２４日 「関西元気文化圏参加事業第一号」として劇団四季「アイー

ダ」の制作発表が行われる。

８月 ４日 関西の若手芸術家と文化庁幹部が意見交換を交わす機会とし

「関西在住新進若て，主に舞台芸術分野で活躍する方々との

を京都国立博物館にて開手芸術家と文化庁長官との懇談会」

催。その後も文楽若手技芸員や他の分野の芸術家の方々との

意見交換会を複数開催。

８月 ６日 関西の各団体が自ら主体となって関西元気文化圏を推進する

ための の設立総会が，小泉，「関西元気文化圏推進協議会」

純一郎内閣総理大臣を迎えて開催される。対象圏域が福井，

三重，徳島を加えた２府７県に拡大。

「全国９月 ６日 関西における文化庁主催事業の集中化の第１弾として

開催。映画祭コンベンション」

１０月 １日 開幕（～１１月２８日）文化庁芸術祭

本年より関東と関西で差のあった参加期間を同じとし，また

関東・関西でそれぞれに芸術祭大賞を送ることとした。

１０月 ６日 が開幕。第１回は東京の文化庁舞台芸術国際フェスティバル

， 。みで開催されたが 今回は関西を中心に１１公演が行われた

また，初の試みとして，海外から招聘したオーケストラが姉

妹都市や在日の関係者との交流を行う 及び「地域交流事業」

企業に勤める方々を対象に，家族とともに芸術を鑑賞する機

会を設ける キャンペーンを行「家族で劇場へ行ってみよう」

った （～１２月２６日まで開催）。

「家族で劇場に行ってみよう」キャンペーンにおいては、上

， ， （ ）記のうち８公演で実施し 延べ１５社 ８３家族 ２０６人

が劇場を訪れ，舞台芸術に親しんだ。



１１月 １日 「関西元気文化圏推進協議会」の初の主催事業として，関西

各地の１２１の博物館・美術館等文化施設が無料観覧日を設

け，人々の文化に親しむ機会を創出する が「関西文化の日」

開催され，国立の各施設では例年の３倍以上の入場者で大い

に賑わった （～１１月一杯に渡り関西各地で開催）。

， 「 」１１月 ２日 兵庫県において 文化庁主催事業 日本語教育大会関西大会

を開催。

１１月１０日 文化庁国際文化フォーラムの第１弾として，滋賀県・びわ湖

ホールにて討論「都市・オペラ・社会」が先行的に開催。

１１月１７日 関西元気文化圏推進協議会主催事業として，地域と美術館・

「ミュージ博物館活動の連携方策を探るためのシンポジウム

を大阪にて開催。アム・フォーラム２００３」

１１月２１日 関西で文化的・社会的な活動に興味を持つ学生と文化庁幹部

。との意見交換会の機会である を開催「 」関西学生文化力会議

１１月２４日 京都国際会館にて の討論「文化芸術と科国際文化フォーラム

学技術」が開催されるとともに，国際文化フォーラムが本格

的に開幕し，１１月３０日までの間，一連の行事が関西各地

で行われた。

また，これに伴う として，京都市立芸術大「地域交流事業」

学の「留学生懇親会」や京都造形芸術大学の「国際文化フォ

ーラム特別授業」が開催され，それぞれ海外からの招聘者が

参加した。

１１月２７日 関西元気文化圏に伴う初めての試みとして，関西に在住する

「伝統文化の祭典～人人間国宝が一堂に会する機会として，

が京都で開催された。間国宝in関西」

「 」 ，１２月１３日 様々な形で文化財を支える 選定保存技術 の保持者が集い

「文化財を支える現状や課題について話し合うシンポジウム

。伝統の名匠たち～選定保存技術～」が奈良県にて開催された

平成１６年１月１５日 を初めて関西で行う。また，同時に開催され芸術祭の贈呈式

た「関西元気文化の集い」において，関西の文化を地道に存

続させてきたＯＳＫ日本歌劇団等に対して文化庁長官賞が，

関西の元気文化の代表である「人形浄瑠璃文楽」及び「阪神

タイガース」に対して， が贈ら関西元気文化圏推進協議会賞

れた。

，「 （ ）」平成１５年度 年間を通して 文化芸術創造プラン 新世紀アーツプラン

により，芸術団体，映画祭，子どもたちの優れた舞台芸術の

鑑賞機会の提供などに対して支援を行った。



 

関西元気文化圏推進協議会 会員名簿 

 

（順不同・敬称略） 
〔特別顧問〕 

文化庁長官                            河合 隼雄 

 

〔経済団体〕12 

(社)関西経済連合会              会長        秋山 喜久 

(社)関西経済同友会              代表幹事      寺田千代乃 

近畿商工会議所連合会             会長        田代  和 

福井商工会議所                会頭        江守 幹男 

三重県商工会議所連合会            会長        小菅 弘正 

大津商工会議所                会頭        髙橋宗治郎 

京都商工会議所                会頭        村田 純一 

大阪商工会議所                会頭        田代  和 

神戸商工会議所                会頭        大庭  浩 

奈良商工会議所                会頭        阪本 道隆 

和歌山商工会議所               会頭        島  正博 

徳島商工会議所                会頭        津川  清 

 

〔企業・団体〕42 

（株）インターアクト・ジャパン                代表取締役          帯野  久美子 

（株）大阪国際会議場             社長        山下 和彦 

大阪ガス（株）                会長        野村 明雄 

オムロン（株）                会長        立石 義雄 

関西国際空港（株）              社長        村山  敦 

関西国際空港ビルディング（株）        社長        岡澤 元大 

関西電力（株）                社長        藤  洋作 

近畿日本鉄道（株）              社長        山口 昌紀 

近鉄百貨店（株）               社長        田中 太郎 

京阪電気鉄道（株）              社長        佐藤 茂雄 

サントリー（株）               相談役       津田 和明 

三洋電機（株）                会長        井植  敏 

（株）サンリット産業             社長        小池 俊二 

清水建設（株）                顧問        村上謙一郎 

住友金属工業（株）              社長        下妻  博 

ダイキン工業（株）              会長兼ＣＥＯ    井上 礼之 

武田薬品工業（株）              会長兼ＣＥＯ    武田 國男 

（株）電通関西支社              支社長       丸山  功 

東洋紡績（株）                会長        柴田  稔 



南海電気鉄道（株）              社長        山中  諄 

西日本電信電話（株）             社長        上野 至大 

西日本旅客鉄道（株）                          会長                南谷 昌二郎 

西日本旅客鉄道（株）                          社長                垣内    剛 

日本生命保険（相）              社長        宇野 郁夫 

阪急電鉄（株）                社長        角  和夫 

（株）阪急百貨店               会長        菅井 基裕 

阪神電気鉄道（株）              社長        手塚 昌利 

バンドー化学（株）              会長        雀部 昌吾 

ぴあ（株）関西支社              支社長       木戸 文夫 

松下電器産業（株）              会長        森下 洋一 

ミズノ（株）                 副社長       水野 明人 

（株）ＵＦＪ銀行               頭取        寺西 正司 

吉本興業（株）                名誉会長      中邨 秀雄 

 

（社）大阪外食産業協会            相談役理事     小嶋 淳司 

（財）大阪観光コンベンション協会       会長        津田 和明 

（財）大阪２１世紀協会            会長        熊谷 信昭 

（社）関西プレスクラブ            理事長       老川 祥一 

（財）関西文化学術研究都市推進機構      常務理事      輔信 捷三 

（社）日本ホテル協会大阪支部         支部長       佃  孝之 

（社）日本旅行業協会関西支部         支部長       新倉 武一 

歴史街道推進協議会              事務局長      井戸 智樹 

関西広域連携協議会              代表理事      新宮 康男 

 

〔マスメディア〕15 

（株）朝日新聞社大阪本社           代表        内海 紀雄 

（株）毎日新聞社大阪本社           代表        出口 正作 

（株）讀売新聞社大阪本社           社長        板垣 保雄 

（株）日本経済新聞社大阪本社         代表        平田 保雄 

（株）産経新聞社               大阪代表      田村 正希 

（社）共同通信社大阪支社           支社長       江畑 忠彦 

（株）時事通信社大阪支社           支社長       三橋 清二 

（株）京都新聞社               社長        野村栄太郎 

（株）神戸新聞社               社長        稲垣 嗣夫 

日本放送協会大阪放送局            局長        御手洗正彦 

（株）毎日放送                社長        山本 雅弘 

朝日放送（株）                社長        西村 嘉郎 

関西テレビ放送（株）             社長        出馬 迪男 

讀賣テレビ放送（株）             社長        泉  巌夫 

テレビ大阪（株）               社長        富澤 秀機 

 

 



〔国の機関〕5 

経済産業省近畿経済産業局長                    宮城  勉 

国土交通省近畿運輸局長                      梶原 景博 

国土交通省近畿地方整備局長                    谷口 博昭 

厚生労働省近畿厚生局長                      江口 弘久 

農林水産省近畿農政局長                      山川 雅典 

 

〔地方公共団体〕13 

近畿ブロック知事会              会長        山田 啓二 

福井県知事                            西川 一誠 

三重県知事                            野呂 昭彦 

滋賀県知事                            國松 善次 

京都府知事                            山田 啓二 

大阪府知事                            太田 房江 

兵庫県知事                            井戸 敏三 

奈良県知事                            柿本 善也 

和歌山県知事                           木村 良樹 

徳島県知事                            飯泉 嘉門 

京都市長                             桝本 賴兼 

大阪市長                             磯村 隆文 

神戸市長                             矢田 立郎  

 

 会員数 ８７   

平成 15 年 8月 6日現在  

 

 

 



 資料 １４  

 

             「丸の内元気文化プロジェクト」について 

 
                 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会 
                                  文 部 科 学 省 

 
これまで丸の内地区においては地区内地権者をはじめ、官民が一体となり、日本経済の中

心地としてのみならず、文化的な街として発信すべく、さまざまな取り組みを進めて参りま

した。 
本年 1 月、この大手町・丸の内・有楽町地区（以下丸の内地区）に文部科学省が移転し

地域の一員となったことで、5 月 20 日付けで「大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推

進協議会」に特別会員として参加致しました。これを契機に、丸の内からの文化発信の動き

を一層推進していくため、今般、同協議会と文部科学省とが協力して「丸の内元気文化プロ

ジェクト」を実施する運びとなりました。 
本プロジェクトは、この地域で働く方々の芸術文化に触れる機会を増やすことなどにより、

地域の文化力を高め、文化力で社会を元気にしていくことを目指すものです。プロジェクト

の実施にあたっては、さまざまな分野で活動を行っている芸術文化団体と地区内企業、ＮＰ

Ｏ法人「大丸有エリアマネジメント協会」などが協力して進めていきます。 
日本でも有数の、働く人々の集まる街「丸の内」。この地域で本プロジェクトを進めるこ

とで、丸の内地域、ひいては日本の社会を更に元気にしていきたいと考えています。 
 
 

１．実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文部科学省 大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会

プロジェクト推進連絡会 

主催団体 

ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会 

丸の内元気文化プロジェクト 

企画協力 エリア関係者調整、エリア間認知、運営協力

運営協力

企画実施 
※ 実施に当たっては 

関係団体の協力を

得て進める。 

共催、後援 



 
２．現在、予定している主なプログラム 

 
☆いつもどこかで文化や学びに触れることができる環境づくり～定期プログラム～ 

◆After 7 Cinema （丸ビル７階ホール） 
 主催：文化庁他 
 －働く人々が仕事の後に映画を楽しめる、開演７時の映画鑑賞会。 

      映画監督や俳優、識者を迎えたトークイベントも併せ開催。 
     【スケジュール】第 1 回：6 月 14 日（月）18 時 30 分開場 19 時開演 
                 「こんばんは」（文化庁映画賞受賞作品）【入場無料】 
                 映画上映とスタッフのトークイベント 

 
    ◆丸の内落語会  （丸ビル１階カフェイーズ） 
     主催：（社）落語協会 
     －カフェで落語を気軽に楽しんで頂きます（1,000 円ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ付）。 

【スケジュール】第 1 回：6 月 23 日（水）18 時 30 分開場 19 時開演 
          出演 柳家さん喬、柳家喬之助、柳家さん角 

 
◆（社）日本オーケストラ連盟コンサート（丸ビル 5 階空中庭園／入場無料） 
  主催：（社）日本オーケストラ連盟 

－連盟加盟のプロオーケストラメンバーによる室内楽の演奏 
【スケジュール】第 1 回：6 月 14 日（月）18 時開演 

                   出演：日本フィルハーモニー交響楽団有志（予定） 
 
   ☆文化と学びを発信する街、丸の内となるために～個別プログラム～ 

◆河合隼雄文化庁長官トークサロン（丸ビル８階コンファレンスルーム他／入場無料） 
主催：文化庁 
－河合隼雄文化庁長官が各界著名人と公開対談。 
【スケジュール】第 1 回：6 月 7 日（月）19 時～ 岡田武史氏（横浜Ｆ・マリノス監督） 

                   第 2 回：6 月 24 日（木）19 時～ 井上ひさし氏（作家） 
 

◆（財）日本文化芸術財団コンサート  「創造する伝統 ―いろは日本へと―」 
（丸ビル１階マルキューブ／入場無料） 
主催：（財）日本文化芸術財団 
－各日出演者による生演奏。創造する伝統の活動紹介 
【スケジュール】7 月 1 日（木）～7 月 3 日（土） 

                    出演  ７/１（木） 江戸里神楽 若山社中 

                           2（金） 吉村七重（筝）、宮田まゆみ（笙） 

                  3（土） 赤尾三千子（笛）、西橋健（佐渡の文弥人形） 

 



 

◆（財）現代人形劇センター「インド伝統舞踊劇カタカリ」公演（仮称） 
（丸ビル７階ホール） 
主催：（財）現代人形劇センター 
－インド四大舞踊のひとつ「カタカリ」公演とレクチャーデモンストレーション 
【スケジュール】11 月 20 日（土）～１１月２１日（日） 

 
◆「Discovery Ｉｎ Marunouchi」と「子ども見学デー（仮称）」の同時期開催 

主催：大丸有エリアマネジメント協会／文部科学省をはじめとした関係府省庁等で 
    実施 
－業務説明や職場見学などを行い、親子のふれあいを深め、子どもたちが夏休み

に広く社会を知る体験活動の機会とする「Discovery Ｉｎ Marunouchi」と「子ど

も見学デー（仮称）」を同時期に開催予定 
         【スケジュール】８月２５日（水）～２６日（木） 
 
   上記の他、現在、地区全体でのアート展開他、さまざまなプログラムの検討を進めています。 
 
３．その他 

・ 丸ビル 1 階・７階と文部科学省ビル 1 階に「丸の内元気文化プロジェクト専用情報ラック」

を設置。働いていてもいつでも誰でも気軽に情報を得られる場を創ります。 
・ 本プロジェクトの情報を随時インターネットでも配信します。 

(丸の内エリア情報サイト  http://www.marunouchi.com) 
・ 本プロジェクトの趣旨に賛同する参加事業の登録を受け付けます。登録いただくと、 

①「丸の内元気文化プロジェクト参加事業」名義を使用した活動の実施や広報 
②「丸の内から文化力」ロゴマークを使用した活動の実施や広報 
③推進連絡会による、事業の広報協力 

などが可能となります。（登録受付窓口：文化庁文化広報推進室（03-6734-3161）） 
以上 

 
 
 

本件に関するお問合せ先 

  文化庁文化広報推進室                             （０３－６７３４－３１６１） 

  大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会           （０３－３２８７－６１８１） 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
           ＜丸の内元気文化プロジェクト ロゴマーク＞ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




